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JEMPA加盟社
特定原付販売ガイドラインの取組み



販売ガイドラインの取組み ➀交通ルール等の周知

・交通ルールテストや交通ルールを理解させるための動画を、JEMPAとして
制作し加盟社はこれらを共通で販売時に利用する
・また大手家電流通協会をはじめとした販売ガイドラインに関わる団体等と
連携し動画等の提供をおこなう

【取組み事例】
・購入者が交通ルールのテストの
実施または動画の視聴を行った
ことを確認した後でなければ
車両の物理ロックを解錠できない
ようにする。



販売ガイドラインの取組み ②購入者の年齢確認

・車体の引渡しに先立ち、購入者の年齢確認を徹底。
 自社ECサイトでの販売の他、販売店（取扱店）への年齢確認指導の徹底。

【取組み事例】
・購入者が16歳以上であることを確認した後でなければ車両の物理ロックを解錠
できないようにすること。
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販売ガイドラインの取組み ③保安基準に適合した車体の販売

・JEMPA加盟社の販売する車両は、すべて型式認定もしくは、性能等確認を
受け販売機体にシールが貼付されているもののみとする

  【取組み事例】
 性能等確認済車両の事例
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安全啓発活動への積極的な協力を実施

販売ガイドラインの取組み 啓発活動への協力

【取組み事例】
文科省主催の各都道府県教育委員会向け試乗会の他、各県警等での警察官向け試乗
説明会、一般向け試乗イベントの出展運営協力、各種啓発広報活動への車体貸し出しなど
を実施。
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